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一

一
．
は
じ
め
に

本
稿
は
、
筆
者
が
携
わ
っ
た
近
時
の
相
談
案
件
を
い
く
つ
か
の

類
型
に
分
け
、
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
裁
判
例
と
対
比
し
つ
つ
、

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
（
１
）
。
筆
者
は
、
会
社
法
を

専
門
と
す
る
者
で
あ
る
が
（
２
）
、
縁
あ
っ
て
「
地
方
公
共
団
体
の
監
査

制
度
に
関
す
る
研
究
会
」
に
参
画
し
（
３
）
、
そ
の
ご
縁
で
、
現
在
、
全

国
町
村
監
査
委
員
協
議
会
（
４
）
の
顧
問
を
務
め
て
い
る
。
同
協
議
会
で

は
、
顧
問
業
務
の
一
環
と
し
て
、
会
員
団
体
の
監
査
委
員
か
ら
の

相
談
に
応
じ
る
対
応
を
し
て
お
り
、
そ
れ
は
筆
者
の
担
当
業
務
と

さ
れ
て
い
る
。
同
業
務
に
お
け
る
相
談
案
件
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、

継
続
し
て
対
応
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
ら
を
い
く
つ
か
の
類
型

に
分
類
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
筆
者
自
身
が
携

わ
っ
た
相
談
を
、
①
．「
寄
附
又
は
補
助
」
に
関
す
る
も
の
、
②
．

随
意
契
約
に
関
す
る
も
の
、
③
．「
正
当
な
理
由
」
に
関
す
る
も

の
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
「
ケ
ー
ス
」
を
掲
げ
た
上
、

そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
裁
判
例
を
紹
介
し
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付

し
、
も
っ
て
監
査
委
員
の
実
務
に
資
す
る
よ
う
努
め
た
い
。
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一

一
．
は
じ
め
に

本
稿
は
、
筆
者
が
携
わ
っ
た
近
時
の
相
談
案
件
を
い
く
つ
か
の

類
型
に
分
け
、
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
裁
判
例
と
対
比
し
つ
つ
、

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
（
１
）
。
筆
者
は
、
会
社
法
を

専
門
と
す
る
者
で
あ
る
が
（
２
）
、
縁
あ
っ
て
「
地
方
公
共
団
体
の
監
査

制
度
に
関
す
る
研
究
会
」
に
参
画
し
（
３
）
、
そ
の
ご
縁
で
、
現
在
、
全

国
町
村
監
査
委
員
協
議
会
（
４
）
の
顧
問
を
務
め
て
い
る
。
同
協
議
会
で

は
、
顧
問
業
務
の
一
環
と
し
て
、
会
員
団
体
の
監
査
委
員
か
ら
の
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談
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じ
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対
応
を
し
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お
り
、
そ
れ
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筆
者
の
担
当
業
務
と
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い
る
。
同
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務
に
お
け
る
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談
案
件
は
多
岐
に
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た
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が
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継
続
し
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応
し
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う
ち
に
、
そ
れ
ら
を
い
く
つ
か
の
類
型

に
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で
き
る
こ
と
が
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か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
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自
身
が
携

わ
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を
、
①
．「
寄
附
又
は
補
助
」
に
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る
も
の
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．

随
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に
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も
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．「
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」
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も
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つ
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け
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ら
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る
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」
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そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
裁
判
例
を
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し
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干
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し
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二

件
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

二
．「
寄
附
又
は
補
助
」
に
関
す
る
ケ
ー
ス

⑴
．
事
案
の
概
要

地
方
自
治
法
二
三
二
条
の
二
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、

そ
の
公
益
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
寄
附
又
は
補
助
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
類
型
の
相
談

案
件
に
お
い
て
は
、「
寄
附
又
は
補
助
」
に
該
当
す
る
か
、「
公
益

上
必
要
」
が
あ
る
か
の
判
断
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。
典
型
的
な
も
の
は
次
の
【C

ase１

】
で
あ
る
。

【C
ase１

】

Ａ
町
は
、
同
町
の
地
域
交
流
商
業
施
設
に
つ
き
、
商
業
施
設
運
営
を
目

的
と
し
て
Ｂ
株
式
会
社
（
Ｂ
社
）
に
貸
し
出
す
こ
と
を
許
可
し
、
Ｂ
社
は

同
施
設
に
お
い
て
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
経
営
し
た
（
実
際
の
運
営

は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
で
あ
る
Ｃ
株
式
会

社
）。
使
用
料
の
徴
収
の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
Ａ
町
と
Ｂ
社
と
の

協
定
に
お
い
て
、
Ｂ
社
が
運
営
事
業
者
と
な
り
、「
次
回
の
改
修
は
、
Ｂ

社
が
行
う
こ
と
」
が
確
約
さ
れ
、「
無
償
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

Ｄ
は
、
無
償
貸
与
さ
れ
た
前
記
地
域
交
流
商
業
施
設
が
「
公
の
施
設
」

で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
、
本
件
「
無
償
」
処
分
に
つ
き
、「
違
法
若
し

の
と
お
り
、
住
民
監
査
請
求
は
、
住
民
訴
訟
に
前
置
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
住
民
訴
訟
に
関
す
る
裁
判
例
は
多
く
公
刊
さ
れ
て
い
る

が
、
自
治
体
監
査
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
は
著
し
く
少
な
い
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
も
と
も
と
検
討
の
素
材
が
少
な
い
う
え
、

自
治
体
の
監
査
委
員
が
必
ず
し
も
法
的
な
専
門
的
知
識
を
有
し
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
実
務
上
対
応
に
困
難
を
感
じ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
が
携
わ
る
相
談
業
務
は
、
ま
さ
に
か
か
る
事
態
の
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
、
不
十
分
な
が
ら
も
経
験
知

を
「
資
料
」
と
し
て
活
字
化
す
る
こ
と
で
、
少
し
で
も
、
監
査
委

員
の
た
め
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
知
見
を
公
の
も
の
と
し
て
役
立

て
ら
れ
た
ら
と
願
う
次
第
で
あ
る
。

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
次
の
二
点
に
つ
き
、
念
の
た
め
付
記
し
て

お
き
た
い
。
第
一
に
、
本
件
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
ケ
ー

ス
」
は
、
い
ず
れ
も
筆
者
が
実
際
に
相
談
に
あ
ず
か
っ
た
も
の
を

も
と
に
し
て
い
る
が
、
具
体
的
事
件
や
自
治
体
名
を
特
定
で
き
な

い
よ
う
、
か
つ
事
件
の
特
殊
性
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
法

的
に
操
作
し
や
す
い
よ
う
に
、
一
定
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
第
二
に
、
筆
者
の
知
見
は
、
あ
く
ま
で
も
「
相
談

時
」
の
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
相
談
後
、
当
該
案

）
七
六
一
（

自
治
体
監
査
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
（
松
嶋
）

三

と
な
っ
た
Ｅ
県
で
は
、
同
県
が
公
園
用
地
と
し
て
土
地
（
本
件
土

地
）
を
借
り
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｅ
県
は
、
公
園
事
業
（
Ｆ
公

園
）
を
推
進
す
る
た
め
新
た
に
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
Ｇ
株
式
会

社
（
Ｇ
社
）
を
設
立
し
、
Ｇ
社
に
対
し
本
件
土
地
の
一
部
を
転
貸

し
、
残
部
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
で
は
、

ま
ず
本
件
土
地
が
「
公
の
施
設
」（
地
方
自
治
法
二
四
四
条
一
項
）

に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
。
同
判
決
は
、
本
件
土
地
（
公
園
）
は
、

県
の
観
光
の
振
興
を
図
る
等
の
経
済
的
効
果
を
目
的
と
し
て
建
設

さ
れ
た
観
光
拠
点
と
し
て
の
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
前
記

公
園
事
業
は
、
住
民
の
利
用
に
供
し
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る

目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
道
路
、
公

園
、
公
民
館
の
よ
う
な
多
数
の
住
民
に
対
し
て
均
等
な
役
務
を
提

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
公
正
な
管
理
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
「
公
の
施
設
」
と
は
認
め
難
い
と
し
て
、
地
方
自
治
法

二
四
四
条
一
項
の
「
公
の
施
設
」
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
つ
い

で
前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
は
、
県

が
公
園
用
地
と
し
て
賃
借
し
て
い
る
土
地
の
賃
借
権
に
つ
き
、
同

賃
借
権
は
、
建
物
所
有
目
的
、
期
間
五
〇
年
間
の
定
期
借
地
権
で

あ
り
、
物
権
に
準
じ
た
経
済
的
価
値
を
有
し
、
現
実
に
公
有
財
産

く
は
不
当
な
公
金
の
支
出
、
財
産
の
取
得
、
管
理
若
し
く
は
処
分
、
契

約
の
締
結
若
し
く
は
履
行
若
し
く
は
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
が
あ

る
（
当
該
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
確
実
さ
を
も
つ
て
予
測
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。）
と
認
め
る
と
き
」（
地
方
自
治
法
二
四
二
条
一
項
）

に
該
当
す
る
と
し
て
、
住
民
監
査
請
求
を
提
起
し
た
。

な
お
、
前
記
住
民
監
査
請
求
に
先
立
ち
、
別
途
事
務
監
査
請
求
が
提

起
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
前
記
無
償
貸
与
に
つ
き
、
地
域
再
生
ど

こ
ろ
か
、
既
存
商
店
の
経
営
を
圧
迫
す
る
ば
か
り
で
、
公
益
性
に
欠
け

て
い
る
等
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
寄
附
又
は
補
助
」
の
是
非
が
問
題
と
な
る
案
件
は
、
筆
者
の

乏
し
い
経
験
上
で
あ
る
が
、
自
治
体
監
査
の
相
談
業
務
に
お
い
て
、

も
っ
と
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
筆
者
が
調
べ
た
限
り
、

「
町
村
」
レ
ベ
ル
で
公
刊
物
と
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
が
、
県
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
は
、
広
島
高
裁
岡
山
支

部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
（
平
成
一
七
（
行
コ
）
六
）
を
見

つ
け
た
た
め
、
同
判
決
を
素
材
と
し
て
、【C

ase１

】
の
相
談
業

務
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
。
以
下
、
前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部

判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

⑵
．
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
（
平
成

一
七
（
行
コ
）
六
）
の
概
要

前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
の
舞
台

）
七
六
一
（
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三

と
な
っ
た
Ｅ
県
で
は
、
同
県
が
公
園
用
地
と
し
て
土
地
（
本
件
土

地
）
を
借
り
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｅ
県
は
、
公
園
事
業
（
Ｆ
公

園
）
を
推
進
す
る
た
め
新
た
に
第
三
セ
ク
タ
ー
と
し
て
Ｇ
株
式
会

社
（
Ｇ
社
）
を
設
立
し
、
Ｇ
社
に
対
し
本
件
土
地
の
一
部
を
転
貸

し
、
残
部
を
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
で
は
、

ま
ず
本
件
土
地
が
「
公
の
施
設
」（
地
方
自
治
法
二
四
四
条
一
項
）

に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
。
同
判
決
は
、
本
件
土
地
（
公
園
）
は
、

県
の
観
光
の
振
興
を
図
る
等
の
経
済
的
効
果
を
目
的
と
し
て
建
設

さ
れ
た
観
光
拠
点
と
し
て
の
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
っ
て
、
前
記

公
園
事
業
は
、
住
民
の
利
用
に
供
し
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る

目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
道
路
、
公

園
、
公
民
館
の
よ
う
な
多
数
の
住
民
に
対
し
て
均
等
な
役
務
を
提

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
公
正
な
管
理
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
「
公
の
施
設
」
と
は
認
め
難
い
と
し
て
、
地
方
自
治
法

二
四
四
条
一
項
の
「
公
の
施
設
」
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
つ
い

で
前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
は
、
県

が
公
園
用
地
と
し
て
賃
借
し
て
い
る
土
地
の
賃
借
権
に
つ
き
、
同

賃
借
権
は
、
建
物
所
有
目
的
、
期
間
五
〇
年
間
の
定
期
借
地
権
で

あ
り
、
物
権
に
準
じ
た
経
済
的
価
値
を
有
し
、
現
実
に
公
有
財
産

く
は
不
当
な
公
金
の
支
出
、
財
産
の
取
得
、
管
理
若
し
く
は
処
分
、
契

約
の
締
結
若
し
く
は
履
行
若
し
く
は
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
が
あ

る
（
当
該
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
確
実
さ
を
も
つ
て
予
測
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。）
と
認
め
る
と
き
」（
地
方
自
治
法
二
四
二
条
一
項
）

に
該
当
す
る
と
し
て
、
住
民
監
査
請
求
を
提
起
し
た
。

な
お
、
前
記
住
民
監
査
請
求
に
先
立
ち
、
別
途
事
務
監
査
請
求
が
提

起
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
前
記
無
償
貸
与
に
つ
き
、
地
域
再
生
ど

こ
ろ
か
、
既
存
商
店
の
経
営
を
圧
迫
す
る
ば
か
り
で
、
公
益
性
に
欠
け

て
い
る
等
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
寄
附
又
は
補
助
」
の
是
非
が
問
題
と
な
る
案
件
は
、
筆
者
の

乏
し
い
経
験
上
で
あ
る
が
、
自
治
体
監
査
の
相
談
業
務
に
お
い
て
、

も
っ
と
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
筆
者
が
調
べ
た
限
り
、

「
町
村
」
レ
ベ
ル
で
公
刊
物
と
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
が
、
県
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
は
、
広
島
高
裁
岡
山
支

部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
（
平
成
一
七
（
行
コ
）
六
）
を
見

つ
け
た
た
め
、
同
判
決
を
素
材
と
し
て
、【C

ase１

】
の
相
談
業

務
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
。
以
下
、
前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部

判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

⑵
．
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
（
平
成

一
七
（
行
コ
）
六
）
の
概
要

前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
の
舞
台

）
七
六
一
（



政
経
研
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　第
六
十
一
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

四

要
否
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
そ
の
事
柄
の
性
質
上
、
諸
般
の
事
情

を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
の
政
策
的
判
断
を
要
」
す
る
と
し
て
、

次
の
と
お
り
判
示
し
た
。

「
Ｅ
県
は
財
政
上
の
余
裕
に
乏
し
く
、
Ｆ
公
園
が
大
型
レ

ジ
ャ
ー
施
設
の
色
彩
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
地
方
公
共
団
体
又
は

そ
の
住
民
の
利
益
に
対
す
る
効
用
度
が
明
確
で
は
な
い
等
の
面
は

あ
る
と
し
て
も
、
未
だ
Ｆ
公
園
は
、
公
益
的
な
側
面
を
有
す
る
施

設
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
上
、
県
民
及
び
県
外
の
観
光
客
を
対

象
と
し
た
観
光
資
源
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
全
国
的

に
知
名
度
の
あ
る
施
設
と
し
て
Ｅ
県
の
イ
メ
ー
ジ
向
上
に
一
定
の

効
果
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
、
更
に
公
設
民
営
に
よ
る
運

営
の
政
策
決
定
を
な
す
に
至
っ
た
経
緯
、
議
会
の
審
議
・
選
挙
等

に
よ
る
民
意
等
に
鑑
み
る
と
、
Ｅ
県
知
事
…
…
に
お
い
て
、
公
益

上
の
必
要
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
裁
量
権
の
濫
用
な
い

し
逸
脱
が
存
し
た
と
ま
で
は
未
だ
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
本
件
転
貸
借
等
が
違
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。」

⑶
．【C

ase1

】
の
検
討

以
上
を
踏
ま
え
て
、【C

ase１

】
に
戻
ろ
う
。
第
一
に
、
地
域

交
流
商
業
施
設
が
「
公
の
施
設
」
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
前
掲

広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
に
お
け
る
Ｆ
公

と
し
て
管
理
す
る
必
要
が
あ
っ
て
、
あ
え
て
地
上
権
等
と
区
別
し

て
取
り
扱
う
べ
き
現
実
的
根
拠
に
乏
し
い
か
ら
、
地
方
自
治
法

（
平
成
一
三
年
法
律
第
七
五
号
に
よ
る
改
正
前
）
二
三
八
条
一
項

四
号
の
「
地
上
権
」
等
に
準
じ
、
同
項
に
い
う
公
有
財
産
と
解
さ

れ
、
当
該
公
園
事
業
は
、
住
民
の
利
用
に
供
し
、
住
民
の
福
祉
を

増
進
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、

県
の
観
光
の
振
興
を
図
る
等
の
経
済
的
効
果
を
目
的
と
し
て
建
設

さ
れ
た
観
光
拠
点
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
い
う
前
記
公
園
事
業

の
運
営
形
態
や
目
的
等
に
照
ら
す
と
、
前
記
賃
借
権
は
、
県
が

「
公
用
」
に
供
す
る
財
産
に
も
「
公
共
の
用
」
に
供
す
る
財
産
に

も
該
当
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
に
供
す
る
旨

の
決
定
も
な
い
と
し
て
、
普
通
財
産
に
あ
た
る
も
の
と
結
論
付
け

た
。そ

の
上
で
、「
本
件
転
貸
借
等
は
、
既
述
の
と
お
り
、
適
正
な

対
価
に
よ
る
本
件
転
貸
と
、
議
会
の
議
決
を
経
た
本
件
無
償
貸
付

に
分
け
ら
れ
る
。
法
二
三
二
条
の
二
に
い
う
『
寄
附
又
は
補
助
』

と
は
、
い
ず
れ
も
地
方
公
共
団
体
が
反
対
給
付
を
求
め
ず
に
公
益

上
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
一
方
的
に
行
う
財
政
的
援
助
を
意
味
す

る
か
ら
、
本
件
無
償
貸
付
は
、
同
条
に
い
う
『
寄
附
又
は
補
助
』

に
含
ま
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
」
る
と
こ
ろ
、「
寄
附
又
は
補
助
の

）
七
一
一
（

自
治
体
監
査
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す
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ケ
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ス
ス
タ
デ
ィ
（
松
嶋
）

五

広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
は
、
諸
般
の
事

情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
の
政
策
的
判
断
を
許
容
し
、
裁
量

権
の
濫
用
な
い
し
逸
脱
が
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
観
光
資

源
と
し
て
の
意
味
、
イ
メ
ー
ジ
向
上
へ
の
効
果
、
運
営
の
政
策
決

定
を
な
す
に
至
っ
た
経
緯
、
議
会
の
審
議
・
選
挙
等
に
よ
る
民
意

等
を
許
容
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
【C

ase１

】
に
お
い
て
も
、
地
域
再
生

と
い
う
「
公
益
上
の
必
要
性
」
が
許
容
さ
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
一
つ
気
に
な
る
の
は
、【C

ase１

】
で
は
、
既
存
商
店
の
経
営

を
圧
迫
す
る
と
い
う
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
Ａ

町
の
地
勢
的
状
況
に
も
関
係
す
る
こ
と
だ
が
、
本
件
施
設
が
設
け

ら
れ
て
い
る
場
所
に
は
何
も
な
く
、
周
辺
地
域
か
ら
歓
迎
さ
れ
る

一
方
、
既
存
商
店
が
あ
る
別
の
地
域
で
は
、
本
件
施
設
に
客
が
と

ら
れ
過
疎
化
が
さ
ら
に
進
む
と
い
う
反
対
論
が
あ
り
、
Ａ
町
に
お

い
て
も
地
域
ご
と
に
賛
否
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
は
、
広

範
囲
な
裁
量
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
運
営
の
政

策
決
定
を
な
す
に
至
っ
た
経
緯
、
議
会
の
審
議
・
選
挙
等
に
よ
る

民
意
等
を
考
慮
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
こ
の
点
が

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
際
に
Ａ
町
の
議
会
で
も
こ
う
い
っ

園
も
【C

ase１

】
に
お
け
る
地
域
交
流
商
業
施
設
（
本
件
施
設
）

も
、「
町
お
こ
し
」
の
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共

通
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
件
施
設
は
、
所
詮
は
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
あ
る
の
で
観
光
的
要
素
は
な
い
。
し
か
し
過
疎
化

が
進
む
Ａ
町
に
お
い
て
、
と
に
も
か
く
に
も
「
人
が
集
ま
る
拠

点
」
を
作
ろ
う
と
い
う
点
で
は
、
Ｆ
公
園
と
共
通
し
て
い
る
と
い

え
る
。
加
え
て
商
業
的
色
彩
は
、
Ｆ
公
園
よ
り
も
強
い
と
い
っ
て

よ
い
。
本
件
施
設
は
、「
公
の
施
設
」
で
は
な
く
普
通
財
産
で
あ

る
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
の
問
題
は
、
本
件
施
設
の
貸
付
が
無
償
で
あ
る
か
で
あ
る
。

【C
ase１

】
に
お
い
て
Ｂ
社
が
次
回
の
改
修
を
行
う
こ
と
が
確
約

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
点
を
反
対
給
付
と
捉
え
無
償
性

を
否
定
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
の
相
談
時
に
は
、

「
無
償
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
相
談
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
次
回
改
修
の
「
反
対
給
付
」
性
を
否
定
又
は
無
視
し

た
場
合
、
本
件
施
設
の
貸
付
は
、
地
方
公
共
団
体
が
反
対
給
付
を

求
め
ず
に
一
方
的
に
行
う
財
政
的
援
助
と
理
解
さ
れ
、「
寄
附
又

は
補
助
」
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
か
か
る
寄
付
ま
た
は
補
助
に
「
公
益
上
の
必
要
性
」
が

あ
る
か
否
か
が
争
点
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
前
掲

）
七
一
七
（
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五

広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
は
、
諸
般
の
事

情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
の
政
策
的
判
断
を
許
容
し
、
裁
量

権
の
濫
用
な
い
し
逸
脱
が
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
、
観
光
資

源
と
し
て
の
意
味
、
イ
メ
ー
ジ
向
上
へ
の
効
果
、
運
営
の
政
策
決

定
を
な
す
に
至
っ
た
経
緯
、
議
会
の
審
議
・
選
挙
等
に
よ
る
民
意

等
を
許
容
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
【C

ase１

】
に
お
い
て
も
、
地
域
再
生

と
い
う
「
公
益
上
の
必
要
性
」
が
許
容
さ
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
一
つ
気
に
な
る
の
は
、【C

ase１

】
で
は
、
既
存
商
店
の
経
営

を
圧
迫
す
る
と
い
う
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
Ａ

町
の
地
勢
的
状
況
に
も
関
係
す
る
こ
と
だ
が
、
本
件
施
設
が
設
け

ら
れ
て
い
る
場
所
に
は
何
も
な
く
、
周
辺
地
域
か
ら
歓
迎
さ
れ
る

一
方
、
既
存
商
店
が
あ
る
別
の
地
域
で
は
、
本
件
施
設
に
客
が
と

ら
れ
過
疎
化
が
さ
ら
に
進
む
と
い
う
反
対
論
が
あ
り
、
Ａ
町
に
お

い
て
も
地
域
ご
と
に
賛
否
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

前
掲
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
平
成
一
八
年
六
月
二
二
日
は
、
広

範
囲
な
裁
量
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
運
営
の
政

策
決
定
を
な
す
に
至
っ
た
経
緯
、
議
会
の
審
議
・
選
挙
等
に
よ
る

民
意
等
を
考
慮
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
こ
の
点
が

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
際
に
Ａ
町
の
議
会
で
も
こ
う
い
っ

園
も
【C

ase１

】
に
お
け
る
地
域
交
流
商
業
施
設
（
本
件
施
設
）

も
、「
町
お
こ
し
」
の
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共

通
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
本
件
施
設
は
、
所
詮
は
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
あ
る
の
で
観
光
的
要
素
は
な
い
。
し
か
し
過
疎
化

が
進
む
Ａ
町
に
お
い
て
、
と
に
も
か
く
に
も
「
人
が
集
ま
る
拠

点
」
を
作
ろ
う
と
い
う
点
で
は
、
Ｆ
公
園
と
共
通
し
て
い
る
と
い

え
る
。
加
え
て
商
業
的
色
彩
は
、
Ｆ
公
園
よ
り
も
強
い
と
い
っ
て

よ
い
。
本
件
施
設
は
、「
公
の
施
設
」
で
は
な
く
普
通
財
産
で
あ

る
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
の
問
題
は
、
本
件
施
設
の
貸
付
が
無
償
で
あ
る
か
で
あ
る
。

【C
ase１

】
に
お
い
て
Ｂ
社
が
次
回
の
改
修
を
行
う
こ
と
が
確
約

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
点
を
反
対
給
付
と
捉
え
無
償
性

を
否
定
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
の
相
談
時
に
は
、

「
無
償
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
相
談
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
次
回
改
修
の
「
反
対
給
付
」
性
を
否
定
又
は
無
視
し

た
場
合
、
本
件
施
設
の
貸
付
は
、
地
方
公
共
団
体
が
反
対
給
付
を

求
め
ず
に
一
方
的
に
行
う
財
政
的
援
助
と
理
解
さ
れ
、「
寄
附
又

は
補
助
」
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
か
か
る
寄
付
ま
た
は
補
助
に
「
公
益
上
の
必
要
性
」
が

あ
る
か
否
か
が
争
点
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
前
掲

）
七
一
七
（
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　第
六
十
一
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

六

三
．（
省
略
）（
三
号
）

四
．（
省
略
）（
四
号
）

五
．
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

（
五
号
）

六
．
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
不
利
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
六
号
）

七
．
時
価
に
比
し
て
著
し
く
有
利
な
価
格
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が

で
き
る
見
込
み
の
あ
る
と
き
（
七
号
）

八
．
競
争
入
札
に
付
し
入
札
者
が
な
い
と
き
、
又
は
再
度
の
入
札
に
付

し
落
札
者
が
な
い
と
き
（
八
号
）

九
．
落
札
者
が
契
約
を
締
結
し
な
い
と
き
（
九
号
）

あ
く
ま
で
も
筆
者
の
感
触
で
は
あ
る
が
、
随
意
契
約
に
関
す
る

相
談
案
件
も
比
較
的
多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

比
較
的
近
時
の
も
の
と
し
て
、
次
の
【C

ase２

】
を
挙
げ
た
い
。

【C
ase２

】

Ｈ
町
は
、
大
規
模
盛
土
造
成
地
滑
動
崩
落
防
止
事
業
に
関
し
、
Ｉ
県

か
ら
補
助
金
を
受
領
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
し
ゅ
ん
工
工
事
を
実
施
し
た

が
、
完
成
年
度
内
に
処
理
で
き
な
い
部
分
が
存
在
し
た
た
め
、
当
該
部

分
に
つ
き
次
年
度
に
補
助
工
事
を
実
施
し
、
工
事
費
を
当
該
補
助
金
か

ら
支
出
し
た
。
そ
の
際
、
補
助
工
事
を
行
う
業
者
は
、
随
意
契
約
に
よ

り
、
前
記
し
ゅ
ん
工
工
事
と
同
一
の
業
者
を
選
定
し
た
。
こ
れ
は
補
助

工
事
が
、
年
度
を
ま
た
い
だ
だ
け
で
、
前
記
し
ゅ
ん
工
工
事
と
実
質
的

に
同
一
な
も
の
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

た
点
が
議
論
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
の
業
務
は
、
あ
く
ま
で
も
相
談
で
あ
り
、
事
件
と
し
て
の

受
任
で
な
い
以
上
、
上
記
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
監
査
委
員
の
対

応
に
委
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

三
．
随
意
契
約
に
関
す
る
ケ
ー
ス

⑴
．
事
案
の
概
要

次
に
随
意
契
約
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
地
方

自
治
法
二
三
四
条
二
項
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
に
限
り
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
、
こ
れ

を
受
け
た
地
方
自
治
法
施
行
令
一
六
七
条
の
二
第
一
項
は
、
随
意

契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

一
．
売
買
、
貸
借
、
請
負
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
予
定
価
格
（
貸
借
の

契
約
に
あ
つ
て
は
、
予
定
賃
貸
借
料
の
年
額
又
は
総
額
）
が
別
表

第
五
上
欄
に
掲
げ
る
契
約
の
種
類
に
応
じ
同
表
下
欄
に
定
め
る
額

の
範
囲
内
に
お
い
て
普
通
地
方
公
共
団
体
の
規
則
で
定
め
る
額
を

超
え
な
い
も
の
を
す
る
と
き
（
一
号
）

二
．
不
動
産
の
買
入
れ
又
は
借
入
れ
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
必
要
と

す
る
物
品
の
製
造
、
修
理
、
加
工
又
は
納
入
に
使
用
さ
せ
る
た
め

必
要
な
物
品
の
売
払
い
そ
の
他
の
契
約
で
そ
の
性
質
又
は
目
的
が

競
争
入
札
に
適
し
な
い
も
の
を
す
る
と
き
（
二
号
）

）
七
一
一
（

自
治
体
監
査
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
（
松
嶋
）

七

も
の
で
あ
る
）
の
議
員
ら
に
そ
の
旨
の
打
診
を
し
た
と
こ
ろ
、
同

議
員
ら
は
本
件
土
地
売
却
に
同
意
し
た
。
そ
し
て
町
長
で
同
議
員

ら
と
協
議
し
た
結
果
、
本
件
土
地
の
売
却
価
格
を
三
〇
〇
万
円
と

す
る
の
が
相
当
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
Ｊ
町
の
町
長
が
本

件
土
地
を
三
〇
〇
万
円
で
地
上
権
者
Ｌ
に
売
却
し
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
Ｌ
は
六
〇
万
円
以
上
で
買
い
受
け
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
。

か
よ
う
な
折
、
本
件
土
地
の
売
却
話
を
聞
い
た
Ｍ
が
三
〇
〇
万
円

で
買
い
受
け
る
こ
と
を
申
し
込
ん
で
き
た
た
め
、
こ
れ
を
聞
い
た

同
町
長
は
、
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
、
本
件
土
地
を
三
〇
〇
万

円
で
Ｍ
に
売
却
す
る
に
至
っ
た
（
本
件
売
却
）。

原
審
（
大
阪
高
判
昭
和
五
六
年
五
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
四
号

七
一
六
頁
）
が
、
随
意
契
約
に
よ
る
本
件
売
却
に
つ
き
当
時
の
地

方
自
治
法
施
行
令
一
六
七
条
の
二
第
一
項
が
定
め
る
事
由
（
現
在

の
六
号
七
号
に
相
当
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
随
意
契
約
の

方
法
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
判
断
し

た
。上

告
審
で
あ
る
前
掲
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
は
、
随
意

契
約
の
方
法
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
が
違
法
で
あ
る
と
し
つ
つ

も
、「
随
意
契
約
の
制
限
に
関
す
る
法
令
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ

た
契
約
の
私
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
は
別
途
考
察
す
る
必
要
が
あ

上
記
の
補
助
工
事
に
関
す
る
支
出
に
つ
き
、
住
民
か
ら
住
民
監
査
請

求
が
提
起
さ
れ
た
が
、
提
起
時
点
に
お
い
て
、
補
助
工
事
実
施
日
か
ら

一
年
を
経
過
し
て
い
た
。

⑵
．
関
連
裁
判
例
：
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
民
集
四
一

巻
四
号
六
八
七
頁

【C
ase２

】
に
関
連
す
る
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
六
二
年
五

月
一
九
日
民
集
四
一
巻
四
号
六
八
七
頁
を
あ
げ
た
い
。
こ
の
判
決

は
住
民
訴
訟
に
関
す
る
事
案
な
の
で
、
そ
の
部
分
を
省
き
、

【C
ase２

】
に
相
応
す
る
随
意
契
約
の
部
分
に
つ
い
て
紹
介
し
た

い
。
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。

前
掲
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
で
問
題
と
さ
れ
た
係
争
地

（
本
件
土
地
）
は
、
Ｊ
町
と
Ｋ
町
の
共
有
に
属
す
る
土
地
で
あ
る
。

本
件
土
地
は
、
か
つ
て
地
元
部
落
の
共
有
林
で
あ
る
一
筆
の
土
地

の
一
部
で
あ
り
、
部
落
住
民
に
植
林
の
た
め
の
権
利
が
与
え
ら
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
一
五
年
七
月
、
同
土
地
に
期
間
三
〇
年
、

樹
木
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
が
設
定
さ
れ
た
（
地
上
権
者
：

Ｌ
）。
昭
和
四
五
年
に
地
上
権
が
存
続
期
間
の
満
了
を
迎
え
た
際
、

Ｊ
町
の
町
長
は
、
小
学
校
増
改
築
の
財
源
確
保
の
た
め
、
本
件
土

地
を
地
上
権
者
に
対
し
売
却
し
よ
う
と
考
え
、
林
野
組
合
（
同
組

合
は
、
Ｊ
町
と
Ｋ
町
の
共
有
林
野
の
管
理
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た

）
七
一
一
（



自
治
体
監
査
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
（
松
嶋
）

七

も
の
で
あ
る
）
の
議
員
ら
に
そ
の
旨
の
打
診
を
し
た
と
こ
ろ
、
同

議
員
ら
は
本
件
土
地
売
却
に
同
意
し
た
。
そ
し
て
町
長
で
同
議
員

ら
と
協
議
し
た
結
果
、
本
件
土
地
の
売
却
価
格
を
三
〇
〇
万
円
と

す
る
の
が
相
当
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
Ｊ
町
の
町
長
が
本

件
土
地
を
三
〇
〇
万
円
で
地
上
権
者
Ｌ
に
売
却
し
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
Ｌ
は
六
〇
万
円
以
上
で
買
い
受
け
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
。

か
よ
う
な
折
、
本
件
土
地
の
売
却
話
を
聞
い
た
Ｍ
が
三
〇
〇
万
円

で
買
い
受
け
る
こ
と
を
申
し
込
ん
で
き
た
た
め
、
こ
れ
を
聞
い
た

同
町
長
は
、
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
、
本
件
土
地
を
三
〇
〇
万

円
で
Ｍ
に
売
却
す
る
に
至
っ
た
（
本
件
売
却
）。

原
審
（
大
阪
高
判
昭
和
五
六
年
五
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
四
号

七
一
六
頁
）
が
、
随
意
契
約
に
よ
る
本
件
売
却
に
つ
き
当
時
の
地

方
自
治
法
施
行
令
一
六
七
条
の
二
第
一
項
が
定
め
る
事
由
（
現
在

の
六
号
七
号
に
相
当
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
随
意
契
約
の

方
法
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
判
断
し

た
。上

告
審
で
あ
る
前
掲
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
は
、
随
意

契
約
の
方
法
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
が
違
法
で
あ
る
と
し
つ
つ

も
、「
随
意
契
約
の
制
限
に
関
す
る
法
令
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ

た
契
約
の
私
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
は
別
途
考
察
す
る
必
要
が
あ

上
記
の
補
助
工
事
に
関
す
る
支
出
に
つ
き
、
住
民
か
ら
住
民
監
査
請

求
が
提
起
さ
れ
た
が
、
提
起
時
点
に
お
い
て
、
補
助
工
事
実
施
日
か
ら

一
年
を
経
過
し
て
い
た
。

⑵
．
関
連
裁
判
例
：
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
民
集
四
一

巻
四
号
六
八
七
頁

【C
ase２

】
に
関
連
す
る
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
六
二
年
五

月
一
九
日
民
集
四
一
巻
四
号
六
八
七
頁
を
あ
げ
た
い
。
こ
の
判
決

は
住
民
訴
訟
に
関
す
る
事
案
な
の
で
、
そ
の
部
分
を
省
き
、

【C
ase２

】
に
相
応
す
る
随
意
契
約
の
部
分
に
つ
い
て
紹
介
し
た

い
。
次
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。

前
掲
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
で
問
題
と
さ
れ
た
係
争
地

（
本
件
土
地
）
は
、
Ｊ
町
と
Ｋ
町
の
共
有
に
属
す
る
土
地
で
あ
る
。

本
件
土
地
は
、
か
つ
て
地
元
部
落
の
共
有
林
で
あ
る
一
筆
の
土
地

の
一
部
で
あ
り
、
部
落
住
民
に
植
林
の
た
め
の
権
利
が
与
え
ら
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
昭
和
一
五
年
七
月
、
同
土
地
に
期
間
三
〇
年
、

樹
木
所
有
を
目
的
と
す
る
地
上
権
が
設
定
さ
れ
た
（
地
上
権
者
：

Ｌ
）。
昭
和
四
五
年
に
地
上
権
が
存
続
期
間
の
満
了
を
迎
え
た
際
、

Ｊ
町
の
町
長
は
、
小
学
校
増
改
築
の
財
源
確
保
の
た
め
、
本
件
土

地
を
地
上
権
者
に
対
し
売
却
し
よ
う
と
考
え
、
林
野
組
合
（
同
組

合
は
、
Ｊ
町
と
Ｋ
町
の
共
有
林
野
の
管
理
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た

）
七
一
一
（
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八

行
わ
れ
る
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
し
、
ま

た
、
右
事
由
の
中
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
が
必
ず
し
も
客

観
的
一
義
的
に
明
白
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い

る
と
こ
ろ
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
契
約
担
当
者
が
右
事
由
に
該

当
す
る
と
判
断
す
る
に
至
つ
た
事
情
も
契
約
の
相
手
方
に
お
い
て

常
に
知
り
得
る
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
普
通

地
方
公
共
団
体
の
契
約
担
当
者
の
右
判
断
が
後
に
誤
り
で
あ
る
と

さ
れ
当
該
契
約
が
違
法
と
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
私
法
上
の
効
力
が

当
然
に
無
効
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
契
約
の
相
手
方
に
お
い

て
不
測
の
損
害
を
被
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
相
当
と
は
い
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。」

⑶
．【C

ase2

】
の
検
討

【C
ase２

】
に
お
い
て
、
随
意
契
約
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
ず
は
随
意
契
約
に
関
す
る
地
方
自
治
法
上
の

規
制
に
該
当
す
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【C
ase２

】
に
お
い
て
補
助
工
事
に
つ
き
随
意
契
約
の
方
法
が
用

い
ら
れ
た
の
は
、
当
該
補
助
工
事
が
単
に
年
度
を
ま
た
い
だ
だ
け

で
、
前
記
し
ゅ
ん
工
工
事
と
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

監
査
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
こ
の
点
の
事
実
を
確
定
さ
せ
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

り
、
か
か
る
違
法
な
契
約
で
あ
つ
て
も
私
法
上
当
然
に
無
効
に
な

る
も
の
で
は
な
く
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し

て
前
記
令
の
規
定
の
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
に
も
当
た
ら
な
い
こ

と
が
何
人
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
場
合
や
契
約
の
相
手
方
に
お

い
て
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
る
当
該
契
約
の
締
結
が
許
さ
れ
な
い

こ
と
を
知
り
又
は
知
り
得
べ
か
り
し
場
合
の
よ
う
に
当
該
契
約
の

効
力
を
無
効
と
し
な
け
れ
ば
随
意
契
約
の
締
結
に
制
限
を
加
え
る

前
記
法
及
び
令
の
規
定
の
趣
旨
を
没
却
す
る
結
果
と
な
る
特
段
の

事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
私
法
上
無
効
に
な
る
も
の
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
る
。
以
下
に
引
用
す
る

の
は
、
そ
の
理
由
付
け
で
あ
る
。

「
け
だ
し
、
前
記
法
及
び
令
の
規
定
は
、
専
ら
一
般
的
抽
象
的

な
見
地
に
立
つ
て
普
通
地
方
公
共
団
体
の
締
結
す
る
契
約
の
適
正

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
右
契
約
の
締
結
方
法
に
つ
い
て
規
制

を
加
え
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
右
法
令
に
違
反
し
て
契
約
が

締
結
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
直
ち
に
そ
の
契
約
の
効
力
を
全
面

的
に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ま
で
い
う
こ
と
は
相
当
で
な

く
、
他
方
、
契
約
の
相
手
方
に
と
つ
て
は
、
そ
も
そ
も
当
該
契
約

の
締
結
が
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し
て
前
記

令
の
規
定
が
列
挙
す
る
事
由
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

）
七
一
一
（
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（
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九

的
な
私
見
と
し
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
の
定
め
る
事
由
に
該
当

す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
、
後
は
、
監
査
委
員

の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、【C

ase２

】
で
は
提
起
時
点
に
お
い
て
、
補
助
工
事
実

施
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
当
該
事
案
で
相
談

者
（
監
査
委
員
）
は
、
期
間
の
経
過
で
請
求
を
斥
け
る
意
見
を

持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
の
で
、
筆
者
と
し
て
は
特
段

の
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
四
．
で
別
途
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

四
．「
正
当
な
理
由
」
に
関
す
る
ケ
ー
ス

⑴
．
事
案
の
概
要

地
方
自
治
法
は
、
住
民
監
査
請
求
を
な
し
う
る
期
間
を
当
該
行

為
の
あ
つ
た
日
又
は
終
わ
つ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ま
で
と

限
定
す
る
と
と
も
に
、
同
期
間
経
過
後
で
あ
っ
て
も
「
正
当
な
理

由
が
あ
る
と
き
」
は
こ
の
限
り
で
な
い
旨
規
定
す
る
（
地
方
自
治

法
二
四
二
条
二
項
（
５
）
）。
筆
者
が
相
談
業
務
に
携
わ
っ
た
事
案
の
多

く
で
は
、
前
記
期
間
が
経
過
し
て
い
た
た
め
、
前
述
の
各
論
点
と

合
わ
せ
て
、「
正
当
な
理
由
」
の
存
否
の
判
断
が
問
題
と
さ
れ
た
。

典
型
的
な
も
の
と
し
て
下
記
の
【C

ase３

】
が
あ
る
。

こ
の
点
が
確
定
さ
れ
た
後
、
地
方
自
治
法
施
行
令
の
定
め
る
事

由
の
該
当
性
の
有
無
が
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
記
の
よ

う
な
事
情
が
あ
る
【C

ase２

】
に
お
い
て
、
補
助
工
事
に
つ
き
新

た
に
入
札
を
す
る
こ
と
は
、
工
事
の
遅
延
を
招
く
こ
と
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
ほ
か
、
か
え
っ
て
コ
ス
ト
増
に
つ
な
が
る
可
能
性
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
号
、
六
号
、
七
号
の
事
由
に
該
当
す

る
か
否
か
の
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
か
り
に
こ
れ
ら
の
事
由
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
適
法
で
あ
る
と
い

う
結
論
と
な
る
。

さ
ら
に
前
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
随

意
契
約
が
地
方
自
治
法
、
地
方
自
治
法
施
行
令
に
違
反
す
る
違
法

な
も
の
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
取
引
行
為
の
私
法

上
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
別
途
の
判
断
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て

前
掲
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
は
、
随
意
契
約
に
関
す
る
地

方
自
治
法
の
規
制
に
違
反
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
取
引
行

為
の
私
法
上
の
効
力
が
無
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
判
示
し
て

い
る
の
で
、
前
掲
最
判
昭
和
六
二
年
五
月
一
九
日
が
掲
げ
る
特
段

の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
た
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
る
こ

と
と
な
ろ
う
。

相
談
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
の
説
明
の
後
、
あ
く
ま
で
も
暫
定

）
七
一
一
（
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は
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が
適
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で
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と
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結
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と
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に
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の
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に
も
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い
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は
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が
地
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自
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に
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と
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わ
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だ
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は
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に
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る
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方
自
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法
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制
に
違
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だ
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で
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引
行

為
の
私
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に
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一
〇

の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
し
て
お
く
こ
と
が
法
的
安
定
性
を
損

な
い
好
ま
し
く
な
い
」
と
述
べ
た
上
、
そ
の
例
外
の
趣
旨
に
つ
き
、

「
当
該
行
為
が
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
に
隠
れ
て
秘
密
裡
に

さ
れ
、
一
年
を
経
過
し
て
か
ら
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
等

に
も
そ
の
趣
旨
を
貫
く
の
が
相
当
で
な
い
」
か
ら
と
述
べ
る
。
そ

し
て
「
正
当
な
理
由
」
の
有
無
に
関
し
、
下
記
の
と
お
り
規
範
を

定
立
す
る
。
す
な
わ
ち
前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
二
日
は
、

ま
ず
⒜
．
当
該
行
為
が
秘
密
裡
に
さ
れ
た
場
合
、
正
当
な
理
由
の

有
無
は
、「
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の

住
民
が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
し
た
と
き
に
客
観
的
に
み

て
当
該
行
為
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
当
該
行

為
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
解
さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に

監
査
請
求
を
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
」
で
あ
る
と

す
る
。
つ
い
で
同
判
決
は
、
⒝
．「
当
該
行
為
が
秘
密
裡
に
さ
れ

た
場
合
に
限
ら
ず
」、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
相
当
の
注

意
力
を
も
っ
て
調
査
を
尽
く
し
て
も
客
観
的
に
み
て
監
査
請
求
を

す
る
に
足
り
る
程
度
に
当
該
行
為
の
存
在
又
は
内
容
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
」
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、「
正
当

な
理
由
の
有
無
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
普
通
地
方
公
共

団
体
の
住
民
が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
す
れ
ば
客
観
的
に

【C
ase３

】

Ｎ
町
で
は
、
同
町
特
産
の
「
甲
」
振
興
の
た
め
、
民
法
上
の
団
体
で

あ
る
Ｏ
協
議
会
を
設
立
す
る
こ
と
に
し
た
。
Ｏ
協
議
会
の
事
業
費
は
、

Ｎ
町
一
般
会
計
商
工
費
で
議
会
承
認
さ
れ
た
公
的
資
金
が
あ
て
ら
れ
る

こ
と
と
さ
れ
、
所
定
の
支
出
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
Ｎ
町
に
お
い
て
は
、
Ｏ
協
議
会
の
事
業
を
引
き
継
ぐ
た
め
、

Ｐ
合
同
会
社
が
設
立
さ
れ
、
同
協
議
会
の
保
有
す
る
財
産
は
Ｐ
合
同
会

社
に
引
き
継
が
れ
、
同
協
議
会
は
解
散
総
会
を
経
て
解
散
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
た
だ
、
Ｏ
協
議
会
か
ら
Ｐ
合
同
会
社
へ
の
譲
渡
に
つ
き
、
契

約
書
等
は
不
存
在
で
あ
っ
た
。

上
記
に
関
し
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
が
あ
る
と
し
て
住
民
監
査

請
求
が
提
起
さ
れ
た
が
、
同
請
求
は
、
一
年
を
経
過
後
に
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

⑵
．
関
連
裁
判
例
一
．
地
方
自
治
法
二
四
二
条
二
項
の
期
間
制

限
及
び
そ
の
例
外
の
趣
旨

地
方
自
治
法
二
四
二
条
二
項
の
期
間
制
限
及
び
そ
の
例
外
の
趣

旨
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
二
日
民
集

第
五
六
巻
七
号
一
四
八
一
頁
が
あ
る
。
同
判
決
は
、
同
項
の
期
間

制
限
の
趣
旨
に
つ
き
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
、
職
員

の
財
務
会
計
上
の
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
違
法
、
不
当
な
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
つ
ま
で
も
監
査
請
求
な
い
し
住
民
訴
訟

）
七
一
六
（

自
治
体
監
査
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
（
松
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）

一
一

上
記
の
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
ⅱ
．「
Ｘ
ら
は
、
…
…
上
記
各
監

査
請
求
書
及
び
事
実
調
査
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
受

理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
…
…
配
達
証
明
付
き
書
留
郵
便
で
こ

れ
ら
の
書
類
を
送
付
し
て
本
件
監
査
請
求
を
し
た
と
い
う
の
で

あ
」
り
、「
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
元
年

一
二
月
一
三
日
を
基
準
と
す
る
限
り
、
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請

求
が
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
旨
判
示
す
る
。
ⅰ
．

は
、
対
象
行
為
が
報
道
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
正
当
な
理
由
を
否

定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
、
ⅱ
．
は
逆
に
肯
定
す
る

フ
ァ
ク
タ
ー
と
い
え
る
。
そ
し
て
前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月

一
二
日
は
、
後
者
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
判
決
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
最
判
平
成
一
四
年
九

月
一
七
日
集
民
二
〇
七
号
一
一
一
頁
は
、
市
が
公
園
用
地
と
す
る

た
め
に
買
い
受
け
た
土
地
の
売
買
契
約
の
締
結
及
び
売
買
代
金
の

支
出
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
が
さ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
ⅲ
．
当

該
事
案
に
お
い
て
、
買
収
予
定
区
域
を
明
示
し
た
都
市
計
画
案
の

縦
覧
並
び
に
市
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
及
び
市
土
地
台
帳
へ
の
登

録
が
さ
れ
、
市
の
決
算
説
明
書
の
記
載
か
ら
一
坪
当
た
り
の
売
買

み
て
上
記
の
程
度
に
当
該
行
為
の
存
在
及
び
内
容
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
と
解
さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
前

掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
二
日
は
、
は
一
応
⒜
．
と
⒝
．
と
を

区
別
す
る
が
、
⒝
．
に
お
い
て
「
当
該
行
為
が
秘
密
裡
に
さ
れ
た

場
合
（
注
：
⒜
．
の
場
合
）
に
限
ら
ず
」
と
し
て
い
る
の
で
、
結

局
規
範
と
し
て
両
者
は
融
合
し
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民

が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
す
れ
ば
客
観
的
に
み
て
上
記
の

程
度
に
当
該
行
為
の
存
在
及
び
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
解

さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
か
ど
う
か
」

が
正
当
な
理
由
の
有
無
の
判
断
に
関
し
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。⑶

．
関
連
裁
判
例
二
．
あ
て
は
め
に
関
し
て

前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
二
日
は
、
以
上
の
と
お
り
規
範

を
述
べ
た
後
、
当
該
事
案
で
は
、
ⅰ
．「
本
件
各
財
務
会
計
行
為

に
つ
い
て
の
上
記
各
新
聞
報
道
に
基
づ
き
、
監
査
請
求
の
対
象
を

特
定
し
て
そ
の
違
法
事
由
を
監
査
請
求
書
に
摘
示
す
る
こ
と
は
、

十
分
可
能
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
…
…
Ｘ
ら
が
こ
れ
ら
の
文
書
を
作

成
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
監
査
請
求
の
あ
っ
た
同
年

三
月
七
日
に
初
め
て
監
査
請
求
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

）
七
一
一
（
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上
記
の
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
ⅱ
．「
Ｘ
ら
は
、
…
…
上
記
各
監

査
請
求
書
及
び
事
実
調
査
報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
し
た
が
、
受

理
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
…
…
配
達
証
明
付
き
書
留
郵
便
で
こ

れ
ら
の
書
類
を
送
付
し
て
本
件
監
査
請
求
を
し
た
と
い
う
の
で

あ
」
り
、「
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
元
年

一
二
月
一
三
日
を
基
準
と
す
る
限
り
、
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請

求
が
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
旨
判
示
す
る
。
ⅰ
．

は
、
対
象
行
為
が
報
道
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
正
当
な
理
由
を
否

定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
、
ⅱ
．
は
逆
に
肯
定
す
る

フ
ァ
ク
タ
ー
と
い
え
る
。
そ
し
て
前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月

一
二
日
は
、
後
者
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。

そ
の
他
の
判
決
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
最
判
平
成
一
四
年
九

月
一
七
日
集
民
二
〇
七
号
一
一
一
頁
は
、
市
が
公
園
用
地
と
す
る

た
め
に
買
い
受
け
た
土
地
の
売
買
契
約
の
締
結
及
び
売
買
代
金
の

支
出
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
が
さ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
ⅲ
．
当

該
事
案
に
お
い
て
、
買
収
予
定
区
域
を
明
示
し
た
都
市
計
画
案
の

縦
覧
並
び
に
市
へ
の
所
有
権
移
転
登
記
及
び
市
土
地
台
帳
へ
の
登

録
が
さ
れ
、
市
の
決
算
説
明
書
の
記
載
か
ら
一
坪
当
た
り
の
売
買

み
て
上
記
の
程
度
に
当
該
行
為
の
存
在
及
び
内
容
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
と
解
さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
前

掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
二
日
は
、
は
一
応
⒜
．
と
⒝
．
と
を

区
別
す
る
が
、
⒝
．
に
お
い
て
「
当
該
行
為
が
秘
密
裡
に
さ
れ
た

場
合
（
注
：
⒜
．
の
場
合
）
に
限
ら
ず
」
と
し
て
い
る
の
で
、
結

局
規
範
と
し
て
両
者
は
融
合
し
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民

が
相
当
の
注
意
力
を
も
っ
て
調
査
す
れ
ば
客
観
的
に
み
て
上
記
の

程
度
に
当
該
行
為
の
存
在
及
び
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
解

さ
れ
る
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
を
し
た
か
ど
う
か
」

が
正
当
な
理
由
の
有
無
の
判
断
に
関
し
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。⑶

．
関
連
裁
判
例
二
．
あ
て
は
め
に
関
し
て

前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
二
日
は
、
以
上
の
と
お
り
規
範

を
述
べ
た
後
、
当
該
事
案
で
は
、
ⅰ
．「
本
件
各
財
務
会
計
行
為

に
つ
い
て
の
上
記
各
新
聞
報
道
に
基
づ
き
、
監
査
請
求
の
対
象
を

特
定
し
て
そ
の
違
法
事
由
を
監
査
請
求
書
に
摘
示
す
る
こ
と
は
、

十
分
可
能
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
…
…
Ｘ
ら
が
こ
れ
ら
の
文
書
を
作

成
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
監
査
請
求
の
あ
っ
た
同
年

三
月
七
日
に
初
め
て
監
査
請
求
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

）
七
一
一
（
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　第
六
十
一
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

一
二

次
い
で
最
判
平
成
一
八
年
六
月
一
日
集
民
第
二
二
〇
号
三
五
三

頁
は
、
市
が
、
勧
奨
に
よ
り
退
職
し
た
職
員
が
市
の
あ
っ
せ
ん
に

よ
り
再
就
職
し
た
場
合
に
は
再
就
職
先
で
の
給
与
額
を
一
定
の
期

間
退
職
時
の
給
与
月
額
と
同
額
と
す
る
旨
の
内
部
基
準
に
基
づ
き
、

退
職
し
た
職
員
の
再
就
職
先
の
団
体
に
対
し
給
与
の
差
額
分
を
業

務
委
託
費
の
名
目
で
支
出
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
と
こ
ろ
、
支

出
の
外
形
か
ら
は
市
の
一
般
住
民
に
お
い
て
そ
の
実
質
的
な
内
容

を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
に
お
い

て
、
前
掲
最
判
平
成
一
八
年
六
月
一
日
は
、
ⅳ
．
地
方
有
力
紙
が

上
記
基
準
の
内
容
と
そ
れ
に
基
づ
く
支
出
が
市
議
会
議
員
ら
か
ら

問
題
視
さ
れ
て
い
る
状
況
を
報
道
し
、
記
事
の
中
で
既
に
上
記
基

準
に
よ
り
上
記
支
出
の
年
度
に
再
就
職
し
た
職
員
が
い
た
こ
と
に

触
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
記
報
道
の
約
六
か
月
後
に
上

記
支
出
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
が
さ
れ
た
と
認
定
し
た
上
で
、

正
当
な
理
由
を
否
定
し
た
。

実
質
的
な
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
の
で
、

前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
七
日
に
お
け
る
ⅲ
．
の
よ
う
な
時

点
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月

一
二
日
に
お
け
る
ⅰ
．
の
よ
う
に
報
道
時
点
を
起
点
と
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
（
前
記
の
ⅳ
．）。

価
格
の
平
均
値
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
特
色
が
あ
る
。

前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
七
日
は
、
決
算
説
明
書
が
一
般
の

閲
覧
に
供
さ
れ
て
市
の
住
民
が
そ
の
内
容
を
了
知
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
に
は
、
市
の
住
民
が
相
当
の
注
意
力
を

も
っ
て
上
記
各
書
類
を
調
査
す
れ
ば
客
観
的
に
み
て
上
記
売
買
契

約
の
締
結
又
は
売
買
代
金
の
支
出
に
つ
い
て
監
査
請
求
を
す
る
に

足
り
る
程
度
に
そ
の
存
在
及
び
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
旨
判

示
し
、
決
算
説
明
書
が
一
般
の
閲
覧
に
供
さ
れ
た
時
期
を
確
定
す

る
こ
と
な
く
、
市
議
会
に
お
け
る
売
買
価
格
の
相
当
性
に
関
す
る

質
疑
が
新
聞
報
道
さ
れ
た
時
か
ら
相
当
な
期
間
内
に
監
査
請
求
が

さ
れ
た
と
し
て
、
監
査
請
求
が
上
記
各
行
為
の
あ
っ
た
日
か
ら
一

年
を
経
過
し
た
後
に
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

し
た
原
審
（
仙
台
高
判
平
成
一
二
年
一
一
月
二
四
日
（
平
一
一

（
行
コ
）
第
五
号
））
の
判
断
を
否
定
す
る
。
当
該
事
案
で
も
新
聞

報
道
が
な
さ
れ
て
お
り
、
原
審
は
、
新
聞
報
道
時
を
起
点
と
し
て

正
当
な
理
由
を
認
め
る
が
、
前
掲
最
判
平
成
一
四
年
九
月
一
七
日

は
、
当
該
事
案
で
は
都
市
計
画
案
の
縦
覧
・
所
有
権
移
転
登
記
・

土
地
台
帳
へ
の
登
録
（
前
記
の
ⅲ
．）
と
い
う
、
よ
り
客
観
的
な

時
点
を
確
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
、
原
審
の
立
場

を
否
定
す
る
。
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一
三

⑷
．【C

ase3

】
の
検
討

以
上
を
前
提
と
し
て
【C

ase３

】
を
み
て
み
よ
う
。【C

ase３

】

で
は
、
Ｏ
協
議
会
に
支
出
さ
れ
た
公
的
資
金
が
、
Ｐ
合
同
会
社
へ

の
譲
渡
へ
譲
渡
さ
れ
た
わ
け
で
、
本
来
、
譲
渡
時
点
が
一
義
的
に

確
定
で
き
る
は
ず
な
わ
け
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
契
約
書
等
の

資
料
が
不
存
在
で
あ
り
、
客
観
的
な
時
点
を
確
定
で
き
な
い
。
そ

し
て
、
当
該
支
出
に
つ
い
て
報
道
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、

筆
者
が
聴
取
し
た
限
り
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
住
民
監
査

請
求
を
す
る
に
あ
た
り
、
自
治
体
サ
イ
ド
が
資
料
の
公
開
を
渋
っ

た
形
跡
も
な
い
代
わ
り
、
請
求
者
で
あ
る
住
民
サ
イ
ド
が
、
当
該

行
為
を
認
識
し
た
後
、
迅
速
に
行
動
し
た
と
い
っ
た
事
実
（
前
記

の
ⅱ
．
ⅴ
．
に
相
当
す
る
事
実
）
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。

前
記
の
裁
判
例
に
照
ら
す
と
、
正
当
の
理
由
は
否
定
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
の
相
談
に
際
し
て
は
、
以

上
の
説
明
を
し
た
上
、
前
記
の
ⅱ
．
ⅴ
．
に
相
当
す
る
事
実
の
有

無
に
つ
き
確
認
す
る
よ
う
示
唆
を
行
っ
た
。
加
え
て
、
仮
に
「
正

当
な
理
由
」
が
否
定
さ
れ
る
場
合
で
も
、
監
査
委
員
の
「
気
づ

き
」
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
単
に
期
間
の
み
に
着
目
す
る

の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
機
に
適
正
な
監
査
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を

付
言
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

さ
ら
に
最
判
平
成
二
〇
年
三
月
一
七
日
集
民
第
二
二
七
号

五
五
一
頁
に
つ
い
て
も
み
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
県
警
察
本
部

の
県
外
出
張
に
係
る
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
が
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
民
が
県
の
情
報
公
開
条
例
に
基
づ

き
上
記
出
張
に
関
す
る
資
料
の
開
示
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
ⅴ
．
当

初
は
、
上
記
出
張
の
旅
行
期
間
、
目
的
地
、
用
務
等
の
事
項
が
開

示
さ
れ
ず
、
そ
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て
の
結
果
、

初
め
て
こ
れ
ら
の
事
項
が
開
示
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
一
か
月
後

に
上
記
監
査
請
求
が
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
前
掲
最
判

平
成
二
〇
年
三
月
一
七
日
は
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
正
当
な
理

由
が
あ
る
旨
判
示
し
た
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
に
、「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
判
断

す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
前
記
の
ⅱ
．
ⅴ
．
で
あ
る
。
ⅱ
．
で
は
、

受
理
が
拒
ま
れ
た
た
め
配
達
証
明
付
き
書
留
郵
便
で
本
件
監
査
請

求
書
が
送
付
さ
れ
て
お
り
、
ⅴ
．
で
は
、
当
初
開
示
が
拒
ま
れ
、

異
議
申
し
立
て
後
開
示
が
な
さ
れ
た
後
、
迅
速
に
監
査
請
求
が
な

さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
自
治
体
の
消
極
的
態
度
を
所
与
の
前
提

と
し
つ
つ
、
監
査
請
求
者
が
当
該
事
案
に
応
じ
、
迅
速
な
対
応
を

し
て
い
る
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

）
七
一
一
（
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ス
ス
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一
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⑷
．【C
ase3
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の
検
討

以
上
を
前
提
と
し
て
【C

ase３

】
を
み
て
み
よ
う
。【C

ase３
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で
は
、
Ｏ
協
議
会
に
支
出
さ
れ
た
公
的
資
金
が
、
Ｐ
合
同
会
社
へ

の
譲
渡
へ
譲
渡
さ
れ
た
わ
け
で
、
本
来
、
譲
渡
時
点
が
一
義
的
に

確
定
で
き
る
は
ず
な
わ
け
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
契
約
書
等
の

資
料
が
不
存
在
で
あ
り
、
客
観
的
な
時
点
を
確
定
で
き
な
い
。
そ

し
て
、
当
該
支
出
に
つ
い
て
報
道
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、

筆
者
が
聴
取
し
た
限
り
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
住
民
監
査

請
求
を
す
る
に
あ
た
り
、
自
治
体
サ
イ
ド
が
資
料
の
公
開
を
渋
っ

た
形
跡
も
な
い
代
わ
り
、
請
求
者
で
あ
る
住
民
サ
イ
ド
が
、
当
該

行
為
を
認
識
し
た
後
、
迅
速
に
行
動
し
た
と
い
っ
た
事
実
（
前
記

の
ⅱ
．
ⅴ
．
に
相
当
す
る
事
実
）
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。

前
記
の
裁
判
例
に
照
ら
す
と
、
正
当
の
理
由
は
否
定
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
の
相
談
に
際
し
て
は
、
以

上
の
説
明
を
し
た
上
、
前
記
の
ⅱ
．
ⅴ
．
に
相
当
す
る
事
実
の
有

無
に
つ
き
確
認
す
る
よ
う
示
唆
を
行
っ
た
。
加
え
て
、
仮
に
「
正

当
な
理
由
」
が
否
定
さ
れ
る
場
合
で
も
、
監
査
委
員
の
「
気
づ

き
」
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
単
に
期
間
の
み
に
着
目
す
る

の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
機
に
適
正
な
監
査
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を

付
言
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

さ
ら
に
最
判
平
成
二
〇
年
三
月
一
七
日
集
民
第
二
二
七
号

五
五
一
頁
に
つ
い
て
も
み
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
県
警
察
本
部

の
県
外
出
張
に
係
る
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て
住
民
監
査
請
求
が
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
住
民
が
県
の
情
報
公
開
条
例
に
基
づ

き
上
記
出
張
に
関
す
る
資
料
の
開
示
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
ⅴ
．
当

初
は
、
上
記
出
張
の
旅
行
期
間
、
目
的
地
、
用
務
等
の
事
項
が
開

示
さ
れ
ず
、
そ
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て
の
結
果
、

初
め
て
こ
れ
ら
の
事
項
が
開
示
さ
れ
る
に
至
り
、
そ
の
一
か
月
後

に
上
記
監
査
請
求
が
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
前
掲
最
判

平
成
二
〇
年
三
月
一
七
日
は
、
か
か
る
場
合
に
お
い
て
正
当
な
理

由
が
あ
る
旨
判
示
し
た
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
に
、「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
判
断

す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
前
記
の
ⅱ
．
ⅴ
．
で
あ
る
。
ⅱ
．
で
は
、

受
理
が
拒
ま
れ
た
た
め
配
達
証
明
付
き
書
留
郵
便
で
本
件
監
査
請

求
書
が
送
付
さ
れ
て
お
り
、
ⅴ
．
で
は
、
当
初
開
示
が
拒
ま
れ
、

異
議
申
し
立
て
後
開
示
が
な
さ
れ
た
後
、
迅
速
に
監
査
請
求
が
な

さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
自
治
体
の
消
極
的
態
度
を
所
与
の
前
提

と
し
つ
つ
、
監
査
請
求
者
が
当
該
事
案
に
応
じ
、
迅
速
な
対
応
を

し
て
い
る
点
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

）
七
一
一
（



政
経
研
究

　第
六
十
一
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

一
四

本
稿
で
検
討
し
た
各C

ase

の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、

自
治
体
監
査
に
お
い
て
は
監
査
に
関
す
る
実
務
経
験
の
み
な
ら
ず
、

法
律
、
特
に
行
政
法
・
地
方
自
治
法
に
関
す
る
一
定
の
知
見
が
必

須
と
な
る
と
こ
ろ
、
残
念
な
が
ら
、
す
べ
て
の
自
治
体
に
お
け
る

監
査
委
員
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
地
方
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
自
治
体
の
規
模
が
小
さ
け
れ

ば
小
さ
い
ほ
ど
、
強
く
あ
て
は
ま
る
。
か
よ
う
な
折
、
全
国
町
村

監
査
委
員
協
議
会
に
お
い
て
顧
問
業
務
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
る

相
談
業
務
は
、
常
設
の
「
監
査
サ
ポ
ー
ト
組
織
」
が
不
在
で
あ
る

現
状
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
町
村
レ
ベ
ル
に
限
定
し
た
も
の
で
あ

る
も
の
の
、
運
用
に
お
い
て
、
事
実
上
の
「
監
査
サ
ポ
ー
ト
」
を

行
う
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。筆

者
が
、
あ
え
て
顧
問
業
務
の
一
端
を
本
稿
に
お
い
て
公
開
し

た
理
由
の
一
端
は
、「
監
査
サ
ポ
ー
ト
組
織
」
創
設
に
向
け
た
基

礎
資
料
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

�

以
上

（
追
記
）

本
稿
公
刊
に
際
し
て
は
、
具
体
的
事
例
に
つ
い
て
特
定
を
避
け
る
た

五
．
結
び
に
代
え
て

⑴
．
本
稿
は
、
筆
者
が
実
際
に
携
わ
っ
た
自
治
体
監
査
に
関
す

る
相
談
業
務
か
ら
、
典
型
的
な
も
の
を
匿
名
化
・
抽
象
化
し
た

ケ
ー
ス
と
し
て
、
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
本
稿
の
性
質

上
、
一
定
の
結
論
め
い
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

自
治
体
監
査
の
現
場
の
実
態
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
仮

に
公
表
さ
れ
た
と
し
て
も
監
査
の
結
果
と
い
う
形
で
、
プ
ロ
セ
ス

が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
相
談
業
務
に
つ
い
て
解
説
す
る
本
稿
は
、

一
定
の
資
料
的
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
未
熟
を
恐

れ
つ
つ
も
、
あ
え
て
公
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

⑵
．
最
後
に
、
本
稿
が
、
自
治
体
監
査
に
お
け
る
「
監
査
サ

ポ
ー
ト
組
織
」
の
必
要
性
に
関
す
る
議
論
に
つ
き
一
つ
の
資
料
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
も
メ

ン
バ
ー
と
し
て
か
か
わ
っ
た
「
地
方
公
共
団
体
の
監
査
制
度
に
関

す
る
研
究
会
」
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
監
査
を
サ
ポ
ー
ト
す
る

体
制
の
構
築
に
つ
き
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
の
一
つ
の
解
と
し
て
、

「
地
方
公
共
団
体
の
監
査
制
度
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
で
は
、

「
監
査
サ
ポ
ー
ト
組
織
」
の
創
設
が
提
言
さ
れ
た
（
６
）
。

）
七
一
一
（

自
治
体
監
査
に
関
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
（
松
嶋
）

一
五

め
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
全
国
町
村
監
査
委
員
協
議
会

か
ら
掲
載
に
あ
た
り
事
前
に
許
諾
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
、

念
の
た
め
付
記
す
る
。

（
１
）�

本
稿
は
、
令
和
六
年
五
月
一
六
日
に
埼
玉
県
町
村
監
査
委
員

協
議
会
に
依
頼
さ
れ
て
実
施
し
た
同
一
題
名
の
研
修
講
演
を
素
材

と
し
て
、
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）�

会
社
法
上
の
監
査
と
自
治
体
監
査
を
比
較
す
る
も
の
と
し
て
、

松
嶋
隆
弘
「
自
治
体
監
査
と
会
社
法
上
の
監
査
と
の
対
比
〜
「
地

方
公
共
団
体
の
監
査
制
度
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
を
素
材
と

し
て
〜
」
法
学
新
報
一
二
二
巻
九
・
一
〇
号
（
平
成
二
八
年
）

四
二
九
頁

（
３
）�

同
研
究
会
の
成
果
は
、「
地
方
公
共
団
体
の
監
査
制
度
に
関
す

る
研
究
会
報
告
書
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
て
い
る
。

https://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000２１98６9.pdf

（
４
）�

全
国
町
村
監
査
委
員
協
議
会
は
、
平
成
三
年
四
月
九
日
、
町

村
に
お
け
る
監
査
の
円
滑
適
正
な
執
行
と
監
査
委
員
制
度
の
健
全

な
発
展
を
図
り
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
一
三
道
県
で
発
足
し
た
団
体
で
あ
る
。
そ
の
後
、
郡
単

位
で
も
加
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
、
三
一
道
府
県
及
び
郡

の
町
村
・
一
部
事
務
組
合
・
広
域
連
合
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）�

宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説
（
第
８
版
）』（
令
和
元
年
）

三
五
三
頁

（
６
）�

「
地
方
公
共
団
体
の
監
査
制
度
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
九

頁

）
七
一
七
（
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デ
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嶋
）

一
五

め
の
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
全
国
町
村
監
査
委
員
協
議
会

か
ら
掲
載
に
あ
た
り
事
前
に
許
諾
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
、

念
の
た
め
付
記
す
る
。

（
１
）�
本
稿
は
、
令
和
六
年
五
月
一
六
日
に
埼
玉
県
町
村
監
査
委
員

協
議
会
に
依
頼
さ
れ
て
実
施
し
た
同
一
題
名
の
研
修
講
演
を
素
材

と
し
て
、
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）�

会
社
法
上
の
監
査
と
自
治
体
監
査
を
比
較
す
る
も
の
と
し
て
、
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Edith Kuiper, A Herstory of Economics, 
Cambridge, UK: Polity Press, 2022, 256pages.

生　垣　琴　絵

本書は、経済思想史において「女性」の存在が無視されたり、軽視

されたりしていることに対する問題意識から発せられたものである。

筆者であるエディス・カイパー（Edith Kuiper １960-）は、Toward a feminist 

philosophy of economics （London New York: Routledge, 2003．Drucilla K. 

Barker との共著）や、Women’s economic thought in the eighteenth century 

（New York: Routledge, 20１4）など、女性による経済思想やフェミニスト

経済学に関わる業績をもつ人物である。また、彼女は、2006年から

200７年国際フェミニスト経済学会の会長を務めた経験がある。

本書の冒頭でカイパーは、「経済思想史の研究者たちは、近年、経済

学の概念やモデル、理論の発展をより理解するために、政治経済とは

直接関係のない事柄（戦争や革命、政治的反動、経済危機、個人的な交友関

係、精神衛生上の問題、階級、個人的な悩みなど）に注目し、外在主義的ア

プローチを適用することに関心を持つようになっている」と述べてい

る（Kuiper 2022, １１）。本書の視点、すなわち、女性の役割や経済学にお

けるジェンダーをめぐる規範、価値観、制度的慣行への関心もそのよ

うなアプローチの三つとして提示されているのである。

タイトルにある「herstory」という語は、１9７0年代ごろから女性（も

しくはフェミニスト）の観点から見た歴史という意味で用いられ始めた

書　評
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Cambridge, UK: Polity Press, 2022, 256pages.
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本書は、経済思想史において「女性」の存在が無視されたり、軽視

されたりしていることに対する問題意識から発せられたものである。

筆者であるエディス・カイパー（Edith Kuiper １960-）は、Toward a feminist 

philosophy of economics （London New York: Routledge, 2003．Drucilla K. 

Barker との共著）や、Women’s economic thought in the eighteenth century 

（New York: Routledge, 20１4）など、女性による経済思想やフェミニスト

経済学に関わる業績をもつ人物である。また、彼女は、2006年から

200７年国際フェミニスト経済学会の会長を務めた経験がある。

本書の冒頭でカイパーは、「経済思想史の研究者たちは、近年、経済

学の概念やモデル、理論の発展をより理解するために、政治経済とは

直接関係のない事柄（戦争や革命、政治的反動、経済危機、個人的な交友関

係、精神衛生上の問題、階級、個人的な悩みなど）に注目し、外在主義的ア

プローチを適用することに関心を持つようになっている」と述べてい

る（Kuiper 2022, １１）。本書の視点、すなわち、女性の役割や経済学にお

けるジェンダーをめぐる規範、価値観、制度的慣行への関心もそのよ

うなアプローチの三つとして提示されているのである。

タイトルにある「herstory」という語は、１9７0年代ごろから女性（も

しくはフェミニスト）の観点から見た歴史という意味で用いられ始めた
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一
九

という。序文において、著者は、「本書は、経済思想のより拡大した歴

史、女性の歴史（herstory）について語っている」と述べることで、こ

の語を印象付けている（Kuiper 2022, ix）。

本書が扱っているのは、１8世紀と１9世紀のイギリスとフランス、そ

して１9世紀と20世紀のアメリカで、女性たちがどのように生きてきた

か、彼女たちが遭遇した経済問題、それに対して彼女たちが提案した

解決策などである。そこから、彼女たちの経済観を伺い知ることがで

きる。

本書の主な目的は、ジェンダーを理由に歴史の隙間からこぼれ落ち

てしまった女性たちの経済に関する豊富な著作を読者に紹介すること

にある。経済的なテーマや理論を扱ういわゆる「女性経済学者」だけ

でなく、自分自身の経験に照らして経済に関して著述した女性たち

（女性経済作家）と彼女たちの業績について紹介している点が特徴である。

ここでいう女性経済作家とは、経済に関するテーマについて述べてい

たが、学問的地位を持っていなかった女性たちを指す（Kuiper 2022, 3）。

彼女たちに学問的地位が欠如していたのは、大学が女性たちに対して

閉鎖的であったことが大きな要因である。つまり、本書は、女性であ

るがゆえに、男性が持っていた資源（教育を受ける機会を含む）をほとん

ど利用できず、排除され、沈黙させられた状況において、それでもな

お発せられた女性たちによるさまざまな隠れた声を集めたものともい

える。確かに、本書に登場する女性たちの多くが、経済思想史の研究

者にさえあまり知られていないように思われる。

経済思想史という分野は、主に西洋の「男性」経済学者たちの生み

出してきた成果で構成されている。本書において、著者は、これまで

経済思想史に登場する女性経済学者といえば、ジョーン・ロビンソン

１ 名のみか、ジョーン・ロビンソンとローザ・ルクセンブルクの 2 名

かだろうと指摘する。しかし、この偉大な二人の女性経済学者は、本

書に登場する女性たちとは異なり、男性が作り上げてきた伝統的な経

済学の枠組みのなかで活躍したに過ぎず、二人のなかには女性として
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八

の（ジェンダー的な）問題意識や関心は存在しなかったと著者は捉えて

いる。

本書は、「政治経済学の誕生」という第 １ 章から始まり、教育、生産、

分配などのテーマごとに 9 章で構成されている。評者の関心から注目

したいのは、「消費」と題する第 ７ 章である。著者は、消費を「女性が

日常的に多くの経験をしてきた分野」と捉えた上で、まず、シカゴ大

学の家政学部の創設に関わったマリオン・タルボットとソフォニス

バ・P・ブレキンリッジを紹介している。タルボットとブレキンリッジ

は、「消費と家事労働を直接結びつけ、何を購入し、何を自分で作るか

という問題を詳細に論じた」学者として位置付けられている（Kuiper 

2022, １34）。続いて、20世紀に入り、シカゴ大学でタルボットたちの後

継として消費に関する画期的な理論的・実証的研究を行なったヘーゼ

ル・カークが登場する。カークは、彼女の主著 A Theory of Consumption

（１923）において、従来の経済学が消費や消費者を軽視していたことを

指摘し、「限界効用論者は、価格法則を定式化するために必要と考える

以上に、消費の研究を追求することはない」として批判した。著者の

カイパーは、カークが、「消費者の役割を、単に好みの順位をつけたり、

価格を考慮して提供される商品やサービスの選択をしたりする以上の

ものであると捉えていた」こと、さらに、「消費は能動的なプロセスで

あり、消費者は生産に携わる人々と同様に経済の方向性を決定する重

要な役割を担っている」存在として捉えていたことを強調し、その意

義を示している（Kuiper 2022, １36）。そのほか、カークの教え子である

マーガレット・G・リードの家計生産の理論や、エリザベス・エリス・

ホイトの人類学的なアプローチによる消費研究、さらに、最初のコ

ピーライターとされる人物の三人であり、消費者の視点に立った実践

的なマーケティング研究の創始者の三人でもあるヘレン・ウッドワー

ドがこの章に登場する。このような女性経済学者たちを「消費論」の

担い手として位置付け紹介している点は、女性経済学者たちの研究成

果を掘り起こすという本書の目的にかなうだけでなく、20世紀初頭か
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の（ジェンダー的な）問題意識や関心は存在しなかったと著者は捉えて

いる。

本書は、「政治経済学の誕生」という第 １ 章から始まり、教育、生産、

分配などのテーマごとに 9 章で構成されている。評者の関心から注目

したいのは、「消費」と題する第 ７ 章である。著者は、消費を「女性が

日常的に多くの経験をしてきた分野」と捉えた上で、まず、シカゴ大

学の家政学部の創設に関わったマリオン・タルボットとソフォニス

バ・P・ブレキンリッジを紹介している。タルボットとブレキンリッジ

は、「消費と家事労働を直接結びつけ、何を購入し、何を自分で作るか

という問題を詳細に論じた」学者として位置付けられている（Kuiper 

2022, １34）。続いて、20世紀に入り、シカゴ大学でタルボットたちの後

継として消費に関する画期的な理論的・実証的研究を行なったヘーゼ

ル・カークが登場する。カークは、彼女の主著 A Theory of Consumption

（１923）において、従来の経済学が消費や消費者を軽視していたことを

指摘し、「限界効用論者は、価格法則を定式化するために必要と考える

以上に、消費の研究を追求することはない」として批判した。著者の

カイパーは、カークが、「消費者の役割を、単に好みの順位をつけたり、

価格を考慮して提供される商品やサービスの選択をしたりする以上の

ものであると捉えていた」こと、さらに、「消費は能動的なプロセスで

あり、消費者は生産に携わる人々と同様に経済の方向性を決定する重

要な役割を担っている」存在として捉えていたことを強調し、その意

義を示している（Kuiper 2022, １36）。そのほか、カークの教え子である

マーガレット・G・リードの家計生産の理論や、エリザベス・エリス・

ホイトの人類学的なアプローチによる消費研究、さらに、最初のコ

ピーライターとされる人物の三人であり、消費者の視点に立った実践

的なマーケティング研究の創始者の三人でもあるヘレン・ウッドワー

ドがこの章に登場する。このような女性経済学者たちを「消費論」の

担い手として位置付け紹介している点は、女性経済学者たちの研究成

果を掘り起こすという本書の目的にかなうだけでなく、20世紀初頭か
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一
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ら戦間期に主流派の経済学とは異なる視点と方法をもつ多様な消費論

が展開していたことを理解するためにも、有効な内容となっている点

を指摘しておきたい。

最後に、本書の限界と意義を述べておこう。カイパーは、本書に総

勢98名にのぼる女性たちを登場させている。その目的は、知られざる

女性経済作家や女性経済学者を「リストに挙げる」ことであり、それ

は、まさに日陰に隠れた存在であった女性たちを「陽の当たる場所」

に連れ出したと言えるだろう。確かに、本書により経済思想史のリス

トに彼女たちの名前が挙げられたことは間違いないだろう。他方、そ

れぞれの人物、思想、歴史を深く掘り下げるには至っていない部分も

あり、広く浅くという印象は否めない。しかし、これまで触れること

のなかった女性たちの経済・経済学に関わる主張を目にした私たちは、

これから先、彼女たちを無視することはできないはずである。今後、

本書によって光が当てられた女性たちが、経済思想史に位置付けられ

ていくことにより、「男性が何世紀にもわたって発展させてきた経済

学」が捉え直されたり、新たな展開が生まれたりする可能性は大いに

あるだろう。
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⑵　校正は １週間程度で返却しなければならない。著しい返却の遅滞は、次

号掲載になることもありうる。

以　上



⑵　校正は １週間程度で返却しなければならない。著しい返却の遅滞は、次

号掲載になることもありうる。

以　上



５ ．原稿の作成

⑴　原稿は、A ４用紙に適当な文字数で打ち出す。

⑵　分量の上限は、文字数で概ね22,000字（刷り上がり約2５頁）とする。そ

れを超えるものについては、原則として分割して掲載する。ただし、編集

委員会は、他の掲載原稿のページ数を勘案し、その上限の変更を認めるこ

とができる。なお半面 １ページ大の図表 １枚に付き900字を原稿文字数に

含めるものとする。

⑶　連載を前提とする長大な原稿についても、完結分までの完全原稿を投稿

するものとする。

⑷　表題と氏名には、和文表記および欧文表記を併記する。

⑸　注、参考文献の表記法は、当該分野の慣例に従うものとする。

６．原稿の提出

⑴　原稿は、投稿票、要旨（800字程度）と合わせ、デジタルデータで研究

事務課に提出する。

デジタルデータは、原則として電子メールの添付ファイルで研究事務課

宛に送付する。

⑵　原則として、投稿締切日を過ぎた原稿は受け付けない。

⑶　原稿提出後の原稿の差し替えはできない。

７．審査

別に定める「日本大学法学部機関誌審査要領」に則って行う。

8．校正

⑴　執筆者による校正は、原則再校までとする。加筆、訂正は最小限とし、

特に再校時に頁数が変わるような加筆や削除は避ける。再校返却の際は、

タイトル頁に「校了（または責了）」と明記する。

３ ．研究倫理の遵守と権利保護

⑴　投稿原稿は未発表のものに限る。他誌との二重投稿は認めない。また注

釈なく自己の既発表著作と重複する記述をすることは認められない。

⑵　剽窃、捏造、改ざん等の研究不正を行ってはならない。また投稿原稿に

ついては、著作者が適正に表示されていなければならない。

⑶　研究・調査対象に関する権利保護（資料の使用許諾や個人情報保護に関

する同意等）、および翻訳に関する権利について、必要な手続きを投稿前

に完了していなければならない。

⑷　利益相反に関する倫理を遵守するとともに、利益相反情報を申告しなけ

ればならない。

⑸　機関誌に掲載された著作物の著作権のうち、複製権および公衆送信権を

日本大学法学部に譲渡する。ただし、著者自身による複製権および公衆送

信権の行使を妨げない。

４．原稿種別

投稿は以下の種別で受け付ける。

⑴　論説

⑵　研究ノート

⑶　判例研究（『日本法学』のみ）

⑷　特別講演

⑸　翻訳

⑹　資料

⑺　書評

⑻　雑報
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日本大学法学部機関誌執筆要領

令和 ３年 １ １ 月 １ 8 日機関誌編集委員会決定
令和 ３年 １ 2 月 １ ５ 日　　執行部会議承認
令和 ３年 １ 2 月 １ ６ 日　　　　教授会報告
令和 ４年　 ４月　 １日　　　　　　　施行

１．本要領の目的

本要領は、日本大学法学部機関誌編集委員会（以下「編集委員会」とい

う）にかかる機関誌に投稿する際の基本的手順について定めるものである。

2．投稿資格者

⑴　法学部、法学研究科および法務研究科の専任教員、名誉教授および定年

退職した元専任教員

⑵　以下の者については、編集委員会の審議を経て単著の投稿を認めること

がある。なお、投稿に際しては、法学部専任教員の推薦状を必要とする。

①　法学部非常勤講師

②　法学部客員教員

③　法学部以外の日本大学専任教員

④　法学部付置研究所研究員および法学部所属の日本大学研究員

⑤　法学部校友および法学部関係者で研究業績が認められる者

⑶　学外の研究者は、法学部専任教員の投稿の共著者となることができる。

⑷　大学院法学研究科博士後期課程学生は、指導教員の許可を得て『日本法

学』に「判例研究」を投稿することができる。

⑸　前 ４項の規定にかかわらず、退職記念号および追悼論文集については、

別の定めによる。





○　本誌に掲載の全ての論文につきましては、以下の Web サイトで

PDF を電子公開しております。

日本大学法学部ホームページ（https://www.law.nihon-u.ac.jp/）

○　本誌の受入れに関しまして、送付先（住所・宛先等）の変更や 

受入辞退等がございましたら、以下まで御連絡ください。

＜連絡先部署＞　日本大学法学部研究事務課

（住　所）　 〒 101-8375　東京都千代田区神田三崎町 2-3-1

（ＴＥＬ）　 03-5275-8510

（ＦＡＸ）　 03-5275-8537

（E-mail）　 kenjimu.law@nihon-u.ac.jp
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